
 

議第４５号 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例 

 呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第６から別表第６の３までを次のように改める。 

別表第６（第２条関係） 

 建築関係 

手数料を徴収する事務 手数料の額 

単位 金額 

１ 建築基準法（昭

和２５年法律第２

０１号。以下この

表において「法」

という。）第６条

第１項（法第８７

条第１項において

準用する場合を含

む。）の規定に基

づく建築物の建築

等に係る確認の申

請又は法第１８条

第２項（法第８７

条第１項の規定に

おいて準用する場

合を含む。）の規

定に基づく建築物

の建築等に係る計

画の通知に対する

審査（次項及び第

３項に規定する審

査を除く。） 

建築物の床面積の合

計（建築物の移転，

大規模の修繕，大規

模の模様替若しくは

用途の変更（以下こ

の項及び第５項にお

いて「移転等」とい

う。）をする場合又

は確認を受けた計画

を変更して建築等を

する場合は，当該移

転等又は計画変更に

係る部分の床面積の

合計（床面積の増加

する部分を除く。）

の２分の１に床面積

の増加する部分を加

えた面積とする。次

項及び第３項におい

て同じ。） 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき ８，０００円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １９，０００

円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３０，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３４，０００

円 

(5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３５，０００

円 

(6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ４９，０００

円 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６８，０００

円 

   (8) ２，０００平１件につき ２００，００



 

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

０円 

   (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ３３０，００

０円 

(10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６３０，００

０円 

２ 前項に規定する

審査（建築物エネ

ルギー消費性能基

準等を定める省令

（平成２８年経済

産業省・国土交通

省令第１号。以下

この表から別表第

６の３までにおい

て「基準省令」と

いう。）第１条第

１項第２号イ(2) 

及び同号ロ(2) に

規定する基準（以

下この表及び別表

第６の３において

「仕様基準」とい

う。）又は基準省

令第１０条第２号

イ(2) 及びロ(2) 

に規定する基準

（以下この表から

別表第６の３まで

において「誘導仕

様 基 準 」 と い

う。）に適合させ

る一戸建ての住宅

建築物の床面積の合

計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １５，０００

円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ３３，０００

円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ４４，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ４９，０００

円 

(5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ５０，０００

円 

(6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ６４，０００

円 

   (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

１件につき ８３，０００

円 



 

に対する審査を要

す る 場 合 に 限

る。） 

のもの 

   (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ２１５，００

０円 

(9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ３４５，００

０円 

(10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６４５，００

０円 

３ 第１項に規定す

る審査（仕様基準

又は誘導仕様基準

に適合させる一戸

建ての住宅以外の

住宅に対する審査

を要する場合に限

る。） 

建築物の床面積の合

計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １９，０００

円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ４４，０００

円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ５５，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ５９，０００

円 

(5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ７５，０００

円 

  (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ８９，０００

円 

       (7) １，０００平

方メートルを超

１件につき １１０，００

０円 



 

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

       (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ２７０，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ４１０，００

０円 

  (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ７１０，００

０円 

４ 法第８７条の４

若しくは第８８条

第１項若しくは第

２項の規定により

準用する法第６条

第１項又は第１８

条第２項の規定に

基づく建築設備若

しくは工作物の確

認の申請又は計画

の通知に対する審

査 

(1) 建築設備を設置する場合（次号に掲

げる場合を除く。） 

１件（昇降機（法

第８７条の４に規

定する昇降機をい

う。以下この表に

おいて同じ。）に

ついては１基）に

つき 

２０，０００

円 

（小荷物専用

の昇降機につ

いては９，０

００円） 

(2) 確認を受けた建築設備の計画を変更

して建築設備を設置する場合 

１件（昇降機につ

いては１基）につ

き 

１１，０００

円 

（小荷物専用

の昇降機につ

いては６，０

００円） 

(3) 工作物を築造する場合（次号に掲げ

る場合を除く。） 

１件（昇降機につ

いては１基）につ

き 

１４，０００

円 

(4) 確認を受けた工作物の計画を変更し

て工作物を築造する場合 

１件（昇降機につ

いては１基）につ

き 

８，０００円 

５ 一戸建ての住宅

に係る法第７条第

１項の規定に基づ

く建築物（法第７

建築物の床面積の合

計（移転等をした場

合は，当該移転等に

係る部分の床面積の

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １２，０００

円 

   (2) ３０平方メー

トルを超え１０

１件につき １７，０００

円 



 

条の３第４項の規

定により中間検査

を実施した建築物

を除く。次項にお

いて同じ。）の完

了検査の申請又は

法第１８条第２０

項の規定に基づく

建築物（同条第２

９項の規定により

中間検査を実施し

た建築物を除く。

次項において同

じ。）の工事完了

の通知に対する審

査 

合計の２分の１とす

る。次項から第８項

ま で に お い て 同

じ。） 

０平方メートル

以下のもの 

   (3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ２２，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３０，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３２，０００

円 

 (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ４９，０００

円 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６５，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき １４７，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２２７，００

０円 

  (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ４５７，００

０円 

６ 一戸建ての住宅

以外の建築物に係

建築物の床面積の合

計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １６，０００

円 



 

る法第７条第１項

の規定に基づく建

築物の完了検査の

申請又は法第１８

条第２０項の規定

に基づく建築物の

工事完了の通知に

対する審査 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １９，０００

円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ２４，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３１，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３８，０００

円 

  (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ５５，０００

円 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ７１，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき １８０，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２５０，００

０円 

  (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ４７０，００

０円 



 

７ 一戸建ての住宅

に係る法第７条第

１項の規定に基づ

く建築物（法第７

条の３第４項の規

定により中間検査

を実施した建築物

に限る。次項にお

いて同じ。）の完

了検査の申請又は

法第１８条第２０

項の規定に基づく

建築物（同条第２

９項の規定により

中間検査を実施し

た建築物に限る。

次項において同

じ。）の工事完了

の通知に対する審

査 

建築物の床面積の合

計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １１，０００

円 

 (2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １７，０００

円 

 (3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ２０，０００

円 

 (4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ２９，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３１，０００

円 

 (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ４７，０００

円 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６２，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき １３８，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２１６，００

０円 

       (10)５０，０００１件につき ４２８，００



 

平方メートルを

超えるもの 

０円 

     ８ 一戸建ての住宅

以外の建築物に係

る法第７条第１項

の規定に基づく建

築物の完了検査の

申請又は法第１８

条第２０項の規定

に基づく建築物の

工事完了の通知に

対する審査 

建築物の床面積の合

計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １５，０００

円 

 (2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １９，０００

円 

 (3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ２２，０００

円 

 (4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３０，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３７，０００

円 

  (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ５３，０００

円 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６８，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき １７０，００

０円 

       (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

１件につき ２４０，００

０円 



 

以下のもの 

       (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ４５０，００

０円 

９ 法第８７条の４

若しくは第８８条

第１項若しくは第

２項の規定により

準用する法第７条

第１項又は第１８

条第２０項の規定

に基づく建築設備

若しくは工作物の

完了検査の申請又

は工事完了の通知

に対する審査 

(1) 建築設備を設置した場合 １件（昇降機につ

いては１基）につ

き 

２２，０００

円 

（小荷物専用

の昇降機につ

いては１３，

０００円） 

(2) 工作物を築造した場合 １件（昇降機につ

いては１基）につ

き 

１５，０００

円 

１０ 一戸建ての住

宅に係る法第７条

の３第１項の規定

に基づく建築物の

中間検査の申請又

は法第１８条第２

８項の規定に基づ

く建築物の特定工

程終了の通知に対

する審査 

中間検査に係る部分

の建築物の床面積の

合計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき １２，０００

円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２２，０００

円 

 (3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３４，０００

円 

 (4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３５，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３７，０００

円 

  (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ４４，０００

円 



 

  (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６０，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき １３５，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２０５，００

０円 

  (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ４１５，００

０円 

１１ 一戸建ての住

宅以外の住宅に係

る法第７条の３第

１項の規定に基づ

く建築物の中間検

査の申請又は法第

１８条第２８項の

規定に基づく建築

物の特定工程終了

の通知に対する審

査 

中間検査に係る部分

の建築物の床面積の

合計 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき ２０，０００

円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２７，０００

円 

 (3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３９，０００

円 

 (4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ４０，０００

円 

 (5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ５３，０００

円 

       (6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

１件につき ６１，０００

円 



 

メートル以下の

もの 

       (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ７７，０００

円 

  (8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ２００，００

０円 

  (9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ２９０，００

０円 

  (10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ５００，００

０円 

１２ 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号（法第８７条

の４又は第８８条第１項若しくは第２項において法第７条の

６の規定を準用する場合の同条第１項第１号又は第２号を含

む。）又は法第１８条第３８項第１号若しくは第２号（法第

８７条の４又は第８８条第１項若しくは第２項において法第

１８条の規定を準用する場合の同条第３８項第１号又は第２

号を含む。）に規定する検査済証の交付を受ける前における

建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 

１件につき １２０，００

０円 

１３ 法第４３条第２項第１号の規定による接道規制の適用除

外に係る認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

１４ 法第４３条第２項第２号の規定による接道規制の適用除

外に係る許可の申請に対する審査 

１件につき ３３，０００

円 

１５ 法第４４条第１項第２号に規定する道路内における公衆

便所等の建築の許可の申請に対する審査 

１件につき ３３，０００

円 

１６ 法第４４条第１項第３号に規定する道路内における建築

物の建築の認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

１７ 法第４４条第１項第４号に規定する道路内における公共

用歩廊等の建築の許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

   １８ 法第４７条ただし書の規定に基づく壁面線を越える建築１件につき １６０，００



 

物等の建築の許可の申請に対する審査 ０円 

   １９ 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項た

だし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし

書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第

１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書，第

１３項ただし書又は第１４項ただし書（法第８７条第２項若

しくは第３項又は第８８条第２項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定に基づく各用途地域における建

築物等の用途の制限の特例に係る許可（次項及び第２１項に

おいて「特例許可」という。）の申請に対する審査 

１件につき １８０，００

０円 

２０ 法第４８条第１６項第１号の規定に基づく各用途地域に

おける特例許可を受けた建築物の増築，改築又は移転につい

ての特例許可の申請に対する審査 

１件につき １２０，００

０円 

 

２１ 法第４８条第１６項第２号の規定に基づく各用途地域に

おける建築等の特例許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

２２ 法第５１条ただし書（法第８７条第２項若しくは第３項

又は第８８条第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく都市計画区域内における特殊建築物等の敷地の位置

の特例に係る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

２３ 法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率

に係る特例の認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

２４ 法第５２条第１０項，第１１項又は第１４項の規定に基

づく建築物の容積率の制限の特例に係る許可の申請に対する

審査 

１件につき １６０，００

０円 

２５ 法第５３条第４項の規定に基づく隣地境界線から後退し

て壁面線の指定がある場合等の建築物の建蔽率の制限の特例

に係る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

２６ 法第５３条第５項の規定に基づく壁面の位置が定められ

た場合等の建築物の建蔽率の緩和に係る許可の申請に対する

審査 

１件につき １６０，００

０円 

２７ 法第５３条第６項第３号に規定する建築物の建蔽率の制

限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

１件につき ３３，０００

円 

２８ 法第５５条第２項の規定に基づく建築物の高さの制限の

特例に係る認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

２９ 法第５５条第３項の規定に基づく建築物の高さに係る特

例の許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

３０ 法第５５条第４項第１号又は第２号に規定する建築物の

高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

   ３１ 法第５６条の２第１項ただし書の規定に基づく日影によ１件につき １６０，００



 

る中高層の建築物の高さの制限の特例に係る許可の申請に対

する審査 

０円 

   ３２ 法第５７条第１項の規定に基づく高架の工作物内に設け

る建築物の高さの制限の適用除外に係る認定の申請に対する

審査 

１件につき ２７，０００

円 

３３ 法第５９条第１項第３号に規定する高度利用地区内にお

ける建築物の容積率及び建蔽率並びに建築面積の特例に係る

許可又は同条第４項の規定に基づく高度利用地区内における

建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に

対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

３４ 法第５９条の２第１項の規定に基づく敷地内に広い空地

を有する建築物の容積率又は各部分の高さの制限の特例に係

る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

３５ 法第８５条第６項の規定に基づく仮設建築物の建築の許

可の申請に対する審査 

１件につき １２０，００

０円 

３６ 法第８５条第７項の規定に基づく仮設建築物の建築の許

可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

３７ 法第８６条第１項の規定に基づく１

の敷地とみなすことができる一団地内の

１の建築物又は総合的設計による複数建

築物に関する特例に係る認定の申請に対

する審査 

(1) 建築物の数が

１又は２である

場合 

１件につき ７８，０００

円 

(2) 建築物の数が

３以上である場

合 

１件につき ７８，０００

円に，２を超

える建築物の

数に２８，０

００円を乗じ

て得た額を加

えた額 

３８ 法第８６条第２項の規定に基づく一

定の一団の土地の区域内における既存建

築物を前提として総合的見地からした設

計による複数建築物に関する特例に係る

認定の申請に対する審査 

(1) 建築物（既存

建築物を除く。

次号において同

じ。）の数が１

である場合 

１件につき ７８，０００

円 

(2) 建築物の数が

２以上である場

合 

１件につき ７８，０００

円に，１を超

える建築物の

数に２８，０

００円を乗じ

て得た額を加

えた額 



 

３９ 法第８６条第３項の規定に基づく１

の敷地とみなすことができる広い空地を

有する一団地内の１の建築物又は総合的

設計による複数建築物の各部分の高さ又

は容積率の制限の特例に係る許可の申請

に対する審査 

(1) 建築物の数が

１又は２である

場合 

１件につき ２２０，００

０円 

(2) 建築物の数が

３以上である場

合 

１件につき ２２０，００

０円に，２を

超える建築物

の数に２８，

０００円を乗

じて得た額を

加えた額 

４０ 法第８６条第４項の規定に基づく広

い空地を有する一定の一団の土地の区域

内における既存建築物を前提として総合

的見地からした設計による複数建築物の

各部分の高さ又は容積率の制限の特例に

係る許可の申請に対する審査 

(1) 建築物（既存

建築物を除く。

次号において同

じ。）の数が１

である場合 

１件につき ２２０，００

０円 

(2) 建築物の数が

２以上である場

合 

１件につき ２２０，００

０円に，１を

超える建築物

の数に２８，

０００円を乗

じて得た額を

加えた額 

４１ 法第８６条の２第１項の規定に基づ

く公告認定対象区域内における一敷地内

認定建築物以外の建築物の位置及び構造

の認定の申請に対する審査 

(1) 建築物（既存

建築物を除く。

次号において同

じ。）の数が１

である場合 

１件につき ７８，０００

円 

(2) 建築物の数が

２以上である場

合 

１件につき ７８，０００

円に，１を超

える建築物の

数に２８，０

００円を乗じ

て得た額を加

えた額 

４２ 法第８６条の２第２項の規定に基づ

く広い空地を有する公告認定対象区域内

における一敷地内認定建築物以外の建築

物の各部分の高さ又は容積率の制限の特

例に係る許可の申請に対する審査 

(1) 建築物（既存

建築物を除く。

次号において同

じ。）の数が１

である場合 

１件につき ２２０，００

０円 



 

 (2) 建築物の数が

２以上である場

合 

１件につき ２２０，００

０円に，１を

超える建築物

の数に２８，

０００円を乗

じて得た額を

加えた額 

４３ 法第８６条の２第３項の規定に基づ

く公告許可対象区域内における一敷地内

許可建築物以外の建築物に係る建築の許

可の申請に対する審査 

(1) 建築物（既存

建築物を除く。

次号において同

じ。）の数が１

である場合 

１件につき ２２０，００

０円 

(2) 建築物の数が

２以上である場

合 

１件につき ２２０，００

０円に，１を

超える建築物

の数に２８，

０００円を乗

じて得た額を

加えた額 

４４ 法第８６条の５第１項の規定に基づく公告対象区域内の

建築物に係る１の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消

しの申請に対する審査 

１件につき ６，４００円

に，現に存す

る建築物の数

に１２，００

０円を乗じて

得た額を加え

た額 

４５ 法第８６条の６第２項の規定に基づく一団地の住宅施設

に関する都市計画に定められた基準に適合する総合的設計に

よる建築物の容積率，建蔽率，外壁の後退距離又は高さの制

限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

４６ 法第８６条の８第１項の規定に基づく既存の１の建築物

について２以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合

における当該工事の全体計画の認定又は同条第３項の規定に

基づく当該全体計画の変更の認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

４７ 法第８７条の２第１項の規定に基づく既存の１の建築物

について２以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う

場合における当該工事の全体計画の認定又は同条第２項の規

定に基づく当該全体計画の変更の認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

   ４８ 法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変１件につき １２０，００



 

更して一時的に興行場等として使用する場合における許可の

申請に対する審査 

０円 

   ４９ 法第８７条の３第７項の規定に基づく建築物の用途を変

更して一時的に特別興行場等として使用する場合における許

可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

５０ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下こ

の表において「令」という。）第１３７条の１２第６項の規

定による建築物の敷地と道路との関係に係る制限の緩和の認

定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

５１ 令第１３７条の１２第７項の規定による道路内における

建築に係る制限の緩和の認定の申請に対する審査 

１件につき ２７，０００

円 

５２ 呉市桑畑・郷原特別工業地区建築条例（平成元年呉市条

例第２７号）第２条第２項の規定に基づく特別工業地区内に

おける建築物の用途の制限の適用除外に係る許可の申請に対

する審査 

１件につき １８０，００

０円 

５３ 呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成１０年呉市条例第２９号。次項及び第５５項におい

て「条例」という。）第１１条第１項の規定に基づく地区計

画の区域内における敷地内に広い空地を有する建築物の容積

率及び高さの制限の特例に係る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

５４ 条例第１４条第１項の規定に基づく地区計画の区域内に

おける公益上必要な建築物の用途の制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

１件につき １８０，００

０円 

５５ 条例第１４条第１項の規定に基づく地区計画の区域内に

おける公益上必要な建築物の用途以外の制限の適用除外に係

る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

５６ 租税特別措置

法（昭和３２年法

律第２６号）第２

８条の４第３項第

６号若しくは第６

３条第３項第６号

に規定する自己の

計算等による住宅

の新築又は同法第

３１条の２第２項

第１５号ニ若しく

は第６２条の３第

４項第１５号ニに

新築住宅の床面積の

合計 

(1) １００平方メ

ートル以下のも

の 

１件につき ６，２００円 

 (2) １００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ８，６００円 

 (3) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

２，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき １３，０００

円 

     (4) ２，０００平１件につき ３７，０００



 

規定する中高層の

耐火共同住宅の新

築（敷地面積が

１，０００平方メ

ートル以上の住宅

の新築に限る。）

が優良な住宅の供

給に寄与するもの

であることについ

ての認定の申請に

対する審査 

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

円 

     (5) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ４５，０００

円 

 (6) ５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６０，０００

円 

     ５７ 租税特別措置

法第２８条の４第

３項第７号ロ若し

くは第６３条第３

項第７号ロに規定

する自己の計算等

による住宅の新築

又は同法第３１条

の２第２項第１５

号ニ若しくは第６

２条の３第４項第

１５号ニに規定す

る中高層の耐火共

同住宅の新築（敷

地面積が１，００

０平方メートル未

満の住宅の新築に

限る。）が優良な

住宅の供給に寄与

するものであるこ

とについての認定

の申請に対する審

査 

新築住宅の床面積の

合計 

(1) １００平方メ

ートル以下のも

の 

１件につき ６，２００円 

 (2) １００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ８，６００円 

 (3) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

２，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき １３，０００

円 

 (4) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ３７，０００

円 

 (5) １０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ４５，０００

円 

    ５８ 長期優良住宅

の普及の促進に関

する法律（平成２

０年法律第８７

(1) 建築物の建て方・用途が一戸建ての

住宅である場合 

建築物１棟につき ５１，０００

円 

（確認書又は

評価書を提出



 

号）第５条第１項

から第４項までの

規定に基づく長期

優良住宅建築等計

画のうち住宅の新

築に係る認定の申

請又は当該計画の

変更の認定の申請

（同法第８条第１

項の規定に基づく

当該申請に限るも

のとし，同法第９

条第１項及び第３

項の規定に基づく

当 該 申 請 は 除

く。）に対する審

査 

する場合は１

３ ， ０ ０ ０

円） 

   (2) 前号に掲げる場

合以外の場合 

建 築 物

の 床 面

積 の 合

計 

ア  ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 下

のもの 

建築物１棟につき １２２，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は２

５ ， ０ ０ ０

円） 

イ  ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え １ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 下 の

もの 

建築物１棟につき １９５，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は４

１ ， ０ ０ ０

円） 

ウ  １ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

３ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

建築物１棟につき ３８６，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は６

９ ， ０ ０ ０

円） 

   エ  ３ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

５ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

建築物１棟につき ６９２，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は１

１２，０００

円） 



 

ト ル 以

下 の も

の 

   オ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

１ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 下 の

もの 

建築物１棟につき １，１９０，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は１

７１，０００

円） 

カ  １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル を

超 え ２

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

建築物１棟につき ２，２０２，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は２

９１，０００

円） 

キ  ２

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル を

超 え ３

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

建築物１棟につき ３，１４７，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は３

６８，０００

円） 

   ク  ３建築物１棟につき ３，８５６，



 

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの 

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は４

１８，０００

円） 

      ５９ 長期優良住宅

の普及の促進に関

する法律第５条第

１項から第４項ま

での規定に基づく

長期優良住宅建築

等計画のうち住宅

の新築以外に係る

認定の申請若しく

は当該計画の変更

の認定の申請（同

法第８条第１項の

規定に基づく当該

申請に限るものと

し，同法第９条第

１項及び第３項の

規定に基づく当該

申請は除く。），

同法第５条第５項

の規定に基づく長

期優良住宅建築等

計画の認定の申請

若しくは当該計画

の変更の認定の申

請又は同条第６項

若しくは第７項の

規定に基づく長期

優良住宅維持保全

計画の認定の申請

若しくは当該計画

の変更の認定に対

する審査 

(1) 建築物の建て方・用途が一戸建ての

住宅である場合 

建築物１棟につき ７７，０００

円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は２

０ ， ０ ０ ０

円） 

(2) 前号に掲げる場

合以外の場合 

建 築 物

の 床 面

積 の 合

計 

ア  ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル 以 下

のもの 

建築物１棟につき １８３，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は３

８ ， ０ ０ ０

円） 

  イ  ５ ０

０ 平 方

メ ー ト

ル を 超

え １ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 下 の

もの 

建築物１棟につき ２９３，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は６

２ ， ０ ０ ０

円） 

       ウ  １ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

３ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

建築物１棟につき ５７９，００

０円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は１

０４，０００

円） 



 

下 の も

の 

     エ  ３ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

５ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

建築物１棟につき １，０３８，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は１

６８，０００

円） 

   オ  ５ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

１ ０ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以 下 の

もの 

建築物１棟につき １，７８５，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は２

５７，０００

円） 

   カ  １

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル を

超 え ２

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

建築物１棟につき ３，３０４，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は４

３６，０００

円） 

         キ  ２

０ ， ０

０ ０ 平

建築物１棟につき ４，７２１，

０００円 

（確認書又は



 

方 メ ー

ト ル を

超 え ３

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル 以

下 の も

の 

評価書を提出

する場合は５

５３，０００

円） 

         ク  ３

０ ， ０

０ ０ 平

方 メ ー

ト ル を

超 え る

もの 

建築物１棟につき ５，７８４，

０００円 

（確認書又は

評価書を提出

する場合は６

２８，０００

円） 

６０ 長期優良住宅

の普及の促進に関

する法律第６条第

２項（同法第８条

第２項の規定にお

いて準用する場合

を含む。）又は高

齢者，障害者等の

移動等の円滑化の

促進に関する法律

（平成１８年法律

第９１号）第１７

条第４項（同法第

１８条第２項の規

定において準用す

る場合を含む。）

の規定に基づき長

期優良住宅建築等

計画又は特定建築

物の建築等及び維

持保全の計画が法

第６条第１項に規

定する建築基準関

建築物の床面積の合

計（大規模の修繕，

大規模の模様替若し

くは用途の変更（以

下この項において

「 修 繕 等 」 と い

う。）をする場合又

は確認を受けた計画

を変更して建築等を

する場合は，当該修

繕等又は計画変更に

係る部分の床面積の

合計（床面積の増加

する部分を除く。）

の２分の１に床面積

の増加する部分を加

えた面積とする。） 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき ８，０００円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １９，０００

円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３０，０００

円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３４，０００

円 

(5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３５，０００

円 

(6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方

メートル以下の

もの 

１件につき ４９，０００

円 



 

係規定に適合する

かどうかの審査又

は通知（次項にお

いて「基準適合審

査等」という。）

を受ける旨の申出

（次項において

「当該申出」とい

う。）がなされた

場合の審査 

(7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６８，０００

円 

(8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ２００，００

０円 

(9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ３３０，００

０円 

(10)５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６３０，００

０円 

     ６１ 前項の場合に

おいて，当該申出

に基づき基準適合

審査等をする際

に，法第６条の３

の規定による構造

計算適合性判定が

必要となるときの

当該構造計算適合

性判定に係る審査 

当該構造計算適合性

判定を行う部分の床

面積の合計（既存建

築物の一部を含んで

構造計算適合性判定

を行う場合にあって

は当該既存建築物の

部分の床面積を加え

るものとし，確認を

受けた計画を変更し

て建築する場合にあ

っては当該計画の変

更に伴い構造計算適

合性判定を必要とす

る部分の床面積の合

計とする。） 

(1) １，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき（当該

建築物がエキスパ

ンションジョイン

トその他の相互に

応力を伝えない構

造方法のみで接す

る部分を有する場

合は，当該部分ご

とに分割して別個

の 建 築 物 と み な

し，当該別個とみ

なす建築物１件に

つき。以下この項

において同じ。） 

２０９，００

０円 

（法第２０条

第１項第２号

イ又は第３号

イに規定する

国土交通大臣

の認定を受け

たプログラム

（以下この項

において「大

臣認定プログ

ラ ム 」 と い

う。）による

ものについて

は１８７，０

００円） 

   (2) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

１件につき ２３８，００

０円 

（大臣認定プ

ログラムによ



 

のもの るものについ

ては２１２，

０００円） 

   (3) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ３６６，００

０円 

（大臣認定プ

ログラムによ

るものについ

ては３２１，

０００円） 

(4) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ４７１，００

０円 

（大臣認定プ

ログラムによ

るものについ

ては４１１，

０００円） 

(5) ５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６８５，００

０円 

（大臣認定プ

ログラムによ

るものについ

ては５９１，

０００円） 

     ６２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１項

の規定に基づく認定長期優良住宅の容積率に関する特例の許

可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

６３ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４

年法律第７８号）第１０５条第１項の規定に基づく建築物の

容積率の制限の特例に係る許可の申請に対する審査 

１件につき １６０，００

０円 

 備考 

  １ 建築物に昇降機が含まれる場合のこの表第１項から第３項までに規定する

審査に係る手数料の額は，これらの項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる

面積の区分に応じ，それぞれ当該手数料の額の欄に定める額に昇降機確認手

数料（小荷物専用の昇降機については１基につき９，０００円とし，小荷物

専用の昇降機を除く昇降機については１基につき２０，０００円とする。以

下この表において同じ。）を加えた額とする。ただし，これらの審査が昇降

機に係る部分のみの審査である場合の当該手数料の額は，昇降機確認手数料

と同額とする。 



 

  ２ 建築物に昇降機が含まれる場合のこの表第５項から第８項までに規定する

審査に係る手数料の額は，これらの項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる

面積の区分に応じ，それぞれ当該手数料の額の欄に定める額に昇降機検査手

数料（小荷物専用の昇降機については１基につき１３，０００円とし，小荷

物専用の昇降機を除く昇降機については１基につき２２，０００円とする。

以下この表において同じ。）を加えた額とする。ただし，これらの審査が昇

降機に係る部分のみの審査である場合の当該手数料の額は，昇降機検査手数

料と同額とする。 

  ３ 「確認書」とは，住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律

第８１号。以下この表から別表第６の３までにおいて「品確法」という。）

第６条の２第３項の確認書（当該確認書の写しを含む。）をいう。 

  ４ 「評価書」とは，品確法第６条の２第４項の規定により確認の結果が記載

された住宅性能評価書（当該住宅性能評価書の写しを含む。）をいう。 

別表第６の２（第２条関係） 

 低炭素建築物関係 

手数料を徴収

する事務 

手数料の額 

１ 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律（平成

２４年法律

第８４号。

以下この表

に お い て

「法」とい

う。）第５

３条第１項

の規定に基

づく低炭素

建築物新築

等計画の認

定の申請に

対する審査 

(1) 低炭素建築物新築等計画により新築又は増築，改築，修

繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備

の設置若しくは改修（以下この項において「建築等」とい

う。）をしようとする住宅が一戸建ての住宅（住宅の用途

以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この

表において同じ。）の場合 

３７，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては５，

０００円，誘導仕様

基準に適合させる場

合にあっては１９，

０００円，誘導仕

様・計算併用基準に

適合させる場合にあ

っては２８，０００

円） 

   (2) 低炭素建築物新築等計画

により建築等をしようとす

る建築物が一戸建ての住宅

以外の場合にあっては，当

該建築物の住戸数のアから

ケまでに掲げる区分に応じ

当該区分に定める額，当該

建築物の住宅に係る共用部

分（以下この表において

「共用部分」という。）の

ア 住戸数が１のもの ３７，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては５，

０００円，誘導仕様

基準に適合させる場

合にあっては１９，

０００円，誘導仕

様・計算併用基準に

適合させる場合にあ



 

床面積の合計のコからソま

でに掲げる区分に応じ当該

区分に定める額，当該建築

物の工場，畜舎，自動車車

庫，自転車駐車場，倉庫，

観覧場，卸売市場，火葬場

その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類す

る用途に供する部分（以下

この表において「工場部

分」という。）の床面積の

合計のタからナまでに掲げ

る区分に応じ当該区分に定

める額並びに当該建築物の

住戸，共用部分及び工場部

分以外の部分（以下この表

において「非住宅部分」と

いう。）の床面積の合計の

ニからヒまでに掲げる区分

に応じ当該区分に定める額

を合算した額 

っては２８，０００

円） 

  イ 住戸数が２以上５以下のも

の 

７５，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１

０，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては３

６，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に

あっては５５，００

０円） 

ウ 住戸数が６以上１０以下の

もの 

１０６，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１

７，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては５

２，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に

あっては７８，００

０円） 

エ 住戸数が１１以上２５以下

のもの 

１４８，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては２

９，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては７

４，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に

あっては１１１，０

００円） 

  オ 住戸数が２６以上５０以下 ２１３，０００円 



 

のもの （適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては４

９，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては１

１２，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては１６２，

０００円） 

  カ 住戸数が５１以上１００以

下のもの 

３０６，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては８

７，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては１

７０，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては２３７，

０００円） 

キ 住戸数が１０１以上２００

以下のもの 

４１４，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１３

８，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては２

４２，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては３２７，

０００円） 

  ク 住戸数が２０１以上３００

以下のもの 

５４３，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１７



 

５，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては３

１２，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては４２７，

０００円） 

  ケ 住戸数が３００を超えるも

の 

６３７，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１８

６，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては３

５５，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては４９６，

０００円） 

コ 共用部分の床面積の合計が

３００平方メートル以下のも

の 

１１９，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１０，０００

円） 

サ 共用部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

１９６，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は２９，０００

円） 

シ 共用部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

下のもの 

３０５，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は８７，０００

円） 

  ス 共用部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以下のもの 

３９１，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１３８，００



 

０円） 

    セ 共用部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以下のもの 

４６８，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１７５，００

０円） 

ソ 共用部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

５４５，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は２１８，００

０円） 

タ 工場部分の床面積の合計が

３００平方メートル以下のも

の 

１６８，０００円 

（適合証を提出する

場合は１０，０００

円） 

チ 工場部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

２６９，０００円 

（適合証を提出する

場合は２９，０００

円） 

ツ 工場部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

下のもの 

４００，０００円 

（適合証を提出する

場合は８７，０００

円） 

テ 工場部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以下のもの 

５０１，０００円 

（適合証を提出する

場合は１３８，００

０円） 

ト 工場部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以下のもの 

５９４，０００円 

（適合証を提出する

場合は１７５，００

０円） 

ナ 工場部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

６８６，０００円 

（適合証を提出する

場合は２１８，００

０円） 

ニ 非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以下の

もの 

２６２，０００円 

（適合証を提出する

場合は１０，０００

円） 



 

ヌ 非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

４１８，０００円 

（適合証を提出する

場合は２９，０００

円） 

ネ 非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以下のもの 

５９５，０００円 

（適合証を提出する

場合は８７，０００

円） 

ノ 非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以下のもの 

７２９，０００円 

（適合証を提出する

場合は１３８，００

０円） 

ハ 非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以下のもの 

８５９，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１７５，００

０円） 

ヒ 非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル

を超えるもの 

９８１，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は２１８，００

０円） 

２ 法第５５

条第１項の

規定に基づ

く低炭素建

築物新築等

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

(1) 低炭素建築物新築等計画を変更しようとする住宅が一戸

建ての住宅の場合 

１８，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては２，

５００円，誘導仕様

基準に適合させる場

合にあっては９，５

００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合

させる場合にあって

は１４，０００円） 

   (2) 低炭素建築物新築等計画

を変更しようとする建築物

が一戸建ての住宅以外の場

合にあっては，当該建築物

の住戸数（既に当該計画の

認定を受けた住戸で変更し

ア 住戸数が１のもの １８，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては２，

５００円，誘導仕様

基準に適合させる場



 

ない住戸を含む。）のアか

らケまでに掲げる区分に応

じ当該区分に定める額，当

該建築物の共用部分の床面

積の合計（既に当該計画の

認定を受けた部分で変更し

ない部分に係るものを含

む。）のコからソまでに掲

げる区分に応じ当該区分に

定める額，当該建築物の工

場部分の床面積の合計（既

に当該計画の認定を受けた

部分で変更しない部分に係

るものを含む。）のタから

ナまでに掲げる区分に応じ

当該区分に定める額及び当

該建築物の非住宅部分の床

面積の合計（既に当該計画

の認定を受けた部分で変更

しない部分に係るものを含

む。）のニからヒまでに掲

げる区分に応じ当該区分に

定める額を合算した額 

合にあっては９，５

００円，誘導仕様・

計算併用基準に適合

させる場合にあって

は１４，０００円） 

  イ 住戸数が２以上５以下のも

の 

３７，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては５，

０００円，誘導仕様

基準に適合させる場

合にあっては１８，

０００円，誘導仕

様・計算併用基準に

適合させる場合にあ

っては２７，５００

円） 

ウ 住戸数が６以上１０以下の

もの 

５３，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては８，

５００円，誘導仕様

基準に適合させる場

合にあっては２６，

０００円，誘導仕

様・計算併用基準に

適合させる場合にあ

っては３９，０００

円） 

  エ 住戸数が１１以上２５以下

のもの 

７４，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては１

４，５００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては３

７，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に



 

あっては５５，５０

０円） 

  オ 住戸数が２６以上５０以下

のもの 

１０６，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては２

４，５００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては５

６，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に

あっては８１，００

０円） 

カ 住戸数が５１以上１００以

下のもの 

１５３，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては４

３，５００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては８

５，０００円，誘導

仕様・計算併用基準

に適合させる場合に

あっては１１８，５

００円） 

キ 住戸数が１０１以上２００

以下のもの 

２０７，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては６

９，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては１

２１，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては１６３，

５００円） 

  ク 住戸数が２０１以上３００ ２７１，５００円 



 

以下のもの （適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては８

７，５００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては１

５６，０００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては２１３，

５００円） 

  ケ 住戸数が３００を超えるも

の 

３１８，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合にあっては９

３，０００円，誘導

仕様基準に適合させ

る場合にあっては１

７７，５００円，誘

導仕様・計算併用基

準に適合させる場合

にあっては２４８，

０００円） 

コ 共用部分の床面積の合計が

３００平方メートル以下のも

の 

５９，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は５，０００

円） 

サ 共用部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

９８，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１４，５００

円） 

シ 共用部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

下のもの 

１５２，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は４３，５００

円） 

  ス 共用部分の床面積の合計が １９５，５００円 



 

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以下のもの 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は６９，０００

円） 

    セ 共用部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以下のもの 

２３４，０００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は８７，５００

円） 

ソ 共用部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

２７２，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１０９，００

０円） 

タ 工場部分の床面積の合計が

３００平方メートル以下のも

の 

８４，０００円 

（適合証を提出する

場合は５，０００

円） 

チ 工場部分の床面積の合計が

３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

１３４，５００円 

（適合証を提出する

場合は１４，５００

円） 

ツ 工場部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以

下のもの 

２００，０００円 

（適合証を提出する

場合は４３，５００

円） 

テ 工場部分の床面積の合計が

５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル

以下のもの 

２５０，５００円 

（適合証を提出する

場合は６９，０００

円） 

ト 工場部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを

超え２５，０００平方メート

ル以下のもの 

２９７，０００円 

（適合証を提出する

場合は８７，５００

円） 

ナ 工場部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートルを

超えるもの 

３４３，０００円 

（適合証を提出する

場合は１０９，００

０円） 

  ニ 非住宅部分の床面積の合計 １３１，０００円 



 

が３００平方メートル以下の

もの 

（適合証を提出する

場合は５，０００

円） 

  ヌ 非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下

のもの 

２０９，０００円 

（適合証を提出する

場合は１４，５００

円） 

ネ 非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以下のもの 

２９７，５００円 

（適合証を提出する

場合は４３，５００

円） 

ノ 非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以下のもの 

３６４，５００円 

（適合証を提出する

場合は６９，０００

円） 

ハ 非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以下のもの 

４２９，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は８７，５００

円） 

ヒ 非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル

を超えるもの 

４９０，５００円 

（適合証又は住宅性

能評価書を提出する

場合は１０９，００

０円） 

３ 法第５４

条 第 ２ 項

（法第５５

条第２項の

規定におい

て準用する

場 合 を 含

む。）の規

定に基づき

低炭素建築

物新築等計

画が建築基

準法第６条

第１項に規

建築物の床面積の合計（大

規模の修繕，大規模の模様替

若しくは用途の変更（以下こ

の項において「修繕等」とい

う。）をする場合又は確認を

受けた計画を変更して建築等

をする場合は，当該修繕等又

は計画変更に係る部分の床面

積の合計（床面積の増加する

部分を除く。）の２分の１に

床面積の増加する部分を加え

た面積とする。） 

(1) ３０平方メート

ル以下のもの 

１件につき ８，０００円 

(2) ３０平方メート

ルを超え１００平

方メートル以下の

もの 

１件につき １９，０００円 

(3) １００平方メー

トルを超え２００

平方メートル以下

のもの 

１件につき ３０，０００円 

(4) ２００平方メー

トルを超え３００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ３４，０００円 



 

定する建築

基準関係規

定に適合す

るかどうか

の審査（次

項において

「基準適合

審査」とい

う。）を受

ける旨の申

出（次項に

おいて「当

該申出」と

いう。）が

なされた場

合の審査 

(5) ３００平方メー

トルを超え５００

平方メートル以下

のもの 

１件につき ３５，０００円 

(6) ５００平方メー

トルを超え１，０

００平方メートル

以下のもの 

１件につき ４９，０００円 

(7) １，０００平方

メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件につき ６８，０００円 

(8) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件につき ２００，０００円 

(9) １０，０００平

方メートルを超え

５０，０００平方

メートル以下のも

の 

１件につき ３３０，０００円 

(10)５０，０００平

方メートルを超え

るもの 

１件につき ６３０，０００円 

          ４ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

当該構造計算適合性判定を

行う部分の床面積の合計（既

存建築物の一部を含んで構造

計算適合性判定を行う場合に

あっては当該既存建築物の部

分の床面積を加えるものと

し，確認を受けた計画を変更

して建築する場合は当該計画

の変更に伴い構造計算適合性

判定を必要とする部分の床面

積の合計とする。） 

(1) １，０００平方

メートル以下のも

の 

１件につき

（当該建築

物がエキス

パンション

ジョイント

その他の相

互に応力を

伝えない構

造方法のみ

で接する部

分を有する

場合は，当

該部分ごと

に分割して

別個の建築

２０９，０００円 

（建築基準法第２０

条第１項第２号イ又

は第３号イに規定す

る国土交通大臣の認

定を受けたプログラ

ム（以下この項にお

いて「大臣認定プロ

グラム」という。）

によるものについて

は，１８７，０００

円） 



 

判定に係る

審査 

物 と み な

し，当該別

個とみなす

建築物１件

につき。以

下この項に

お い て 同

じ。） 

   (2) １，０００平方

メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件につき ２３８，０００円 

（大臣認定プログラ

ムによるものについ

ては２１２，０００

円） 

(3) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件につき ３６６，０００円 

（大臣認定プログラ

ムによるものについ

ては３２１，０００

円） 

(4) １０，０００平

方メートルを超え

５０，０００平方

メートル以下のも

の 

１件につき ４７１，０００円 

（大臣認定プログラ

ムによるものについ

ては４１１，０００

円） 

(5) ５０，０００平

方メートルを超え

るもの 

１件につき ６８５，０００円 

（大臣認定プログラ

ムによるものについ

ては５９１，０００

円） 

 備考 

  １ 「適合証」とは，低炭素建築物新築等計画（認定を受けた当該計画を変更

しようとする場合においては，変更後の低炭素建築物新築等計画）について

技術審査機関（低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする建築物が，

住宅のみの用途に供する場合にあっては登録住宅性能評価機関又は建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１

４条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以下この表

及び次表において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）と

し，住宅以外の建築物の場合（住宅と住宅以外の用途が混在する建築物の場

合を含む。）にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関とする。）

が作成した法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す書



 

類をいう。 

  ２ 「住宅性能評価書」とは，品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評

価書（日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４６号）別

表１の断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級５に適合しているこ

とを示すものに限る。）の写しをいう。 

  ３ 「誘導仕様・計算併用基準」とは，基準省令第１０条第２号イ(2) 及び第

１０条第２号ロ(1) に適合させる場合又は基準省令第１０条第２号イ(1) 

及び第１０条第２号ロ(2) に適合させる場合の基準をいう。 

別表第６の３（第２条関係） 

 建築物省エネ法関係 

手数料を徴収

する事務 

手数料の額 

１ 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上等に関

す る 法 律

（以下この

表において

「法」とい

う。）第１

１条第１項

又は第１２

条第２項の

規定による

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定 

(1) 特定建築行為（法第

１１条第１項に規定す

る特定建築行為をい

う。以下この表におい

て同じ。）をしようと

する建築物が一戸建て

の住宅（住宅の用途以

外の用途に供する部分

を有しないものに限

る。以下この表におい

て同じ。）の場合にあ

っては，当該建築物の

床面積の合計のア及び

イに掲げる区分に応じ

当該区分に定める額 

ア 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

３７，０００円 

（仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１９，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２８，０

００円） 

イ 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

４１，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては２０，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては３１，０

００円） 

(2) 特定建築行為をしよ

うとする建築物が前号

に掲げる建築物以外の

住宅の場合にあって

は，当該建築物の住宅

部分（仕様基準に適合

させる場合にあって

は，基準省令第１条第

１項第２号に規定する

住宅部分，誘導仕様基

準に適合させる場合に

ア 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル未満のもの 

７５，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては３６，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては５５，０

００円） 

  イ 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

１２５，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場



 

あっては，基準省令第

１０条第１項第２号に

規定する住宅部分をい

う。以下この項，次項

及び第７項において同

じ。）の床面積（基準

省令第４条第３項第２

号又は第１３条第３項

第２号に規定する数値

による評価により認定

を受けようとする場合

にあっては，住戸の部

分のみの床面積。以下

この項，次項及び第７

項において同じ。）の

合計のアからエまでに

掲げる区分に応じ当該

区分に定める額，工場

等部分の床面積の合計

のオからサまでに掲げ

る区分に応じ当該区分

に定める額及び当該建

築物の工場等以外の部

分の床面積の合計のシ

からツまでに掲げる区

分に応じ当該区分に定

める額を合算した額 

合にあっては６２，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては９３，０

００円） 

  ウ 住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２１３，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１１２，

０００円，仕様・計算

併用基準に適合させる

場合にあっては１６

２，０００円） 

エ 住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

３０６，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１７０，

０００円，仕様・計算

併用基準に適合させる

場合にあっては２３

７，０００円） 

オ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

２５，０００円 

（基準省令第１条第１

項第１号ロの基準（以

下この表において「モ

デル建築物消費性能基

準」という。）に適合

させる場合は２０，０

００円） 

カ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

３３，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２９，０００円） 

キ 工場等部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

４７，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は４１，０００円） 

  ク 工場等部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

１１１，０００円 

（モデル建築物消費性



 

５，０００平方メートル未満の

もの 

能基準に適合させる場

合は１０３，０００

円） 

    ケ 工場等部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

１６４，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１５６，０００

円） 

コ 工場等部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

２０２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１９４，０００

円） 

サ 工場等部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以上

のもの 

２５０，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２４０，０００

円） 

シ 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル未満

のもの 

２４７，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は９５，０００円） 

ス 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満の

もの 

３１０，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１２０，０００

円） 

セ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メートル未

満のもの 

４００，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１５９，０００

円） 

ソ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未

満のもの 

５７１，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２５７，０００

円） 

  タ 工場等以外の部分の床面積の

合計が５，０００平方メートル

７０４，０００円 

（モデル建築物消費性



 

以上１０，０００平方メートル

未満のもの 

能基準に適合させる場

合は３３５，０００

円） 

  チ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メート

ル未満のもの 

８３２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は４０３，０００

円） 

ツ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２５，０００平方メート

ル以上のもの 

９４９，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は４７３，０００

円） 

２ 法第１１

条第２項又

は第１２条

第３項の規

定による変

更した建築

物エネルギ

ー消費性能

確保計画に

係る建築物

エネルギー

消費性能適

合性判定 

(1) 建築物エネルギー消

費性能確保計画を変更

して特定建築行為をし

ようとする建築物が一

戸建ての住宅の場合に

あっては，当該建築物

の床面積の合計のア及

びイに掲げる区分に応

じ当該区分に定める額 

ア 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

１８，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては９，５０

０円，仕様・計算併用

基準に適合させる場合

にあっては１４，００

０円） 

イ 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

２０，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１０，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１５，５

００円） 

(2) 建築物エネルギー消

費性能確保計画を変更

して特定建築行為をし

ようとする建築物が前

号に掲げる建築物以外

の住宅の場合にあって

は，当該建築物の住宅

部分の床面積の合計の

アからエまでに掲げる

区分に応じ当該区分に

ア 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル未満のもの 

３７，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１８，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２７，５

００円） 

  イ 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以上２，００

６２，５００円 

(仕様基準又は誘導仕



 

定める額，工場等部分

の床面積の合計のオか

らサまでに掲げる区分

に応じ当該区分に定め

る額及び当該建築物の

工場等以外の部分の床

面積の合計のシからツ

までに掲げる区分に応

じ当該区分に定める額

を合算した額 

０平方メートル未満のもの 様基準に適合させる場

合にあっては３１，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては４６，５

００円） 

  ウ 住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

１０６，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては５６，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては８１，０

００円） 

エ 住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

１５３，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては８５，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１１８，

５００円） 

オ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

１２，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１０，０００円） 

カ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１６，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１４，５００円） 

キ 工場等部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

２３，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２０，５００円） 

ク 工場等部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５５，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は５１，５００円） 

   ケ 工場等部分の床面積の合計が ８２，０００円 



 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は７８，０００円） 

  コ 工場等部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

１０１，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は９７，０００円） 

サ 工場等部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以上

のもの 

１２５，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１２０，０００

円） 

シ 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル未満

のもの 

１２３，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は４７，５００円） 

ス 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満の

もの 

１５５，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は６０，０００円） 

セ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メートル未

満のもの 

２００，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は７９，５００円） 

ソ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未

満のもの 

２８５，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１２８，５００

円） 

タ 工場等以外の部分の床面積の

合計が５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル

未満のもの 

３５２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合している

場合は１６７，５００

円） 

チ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メート

ル未満のもの 

４１６，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２０１，５００

円） 



 

ツ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２５，０００平方メート

ル以上のもの 

４７４，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２３６，５００

円） 

３ 法第２９

条第１項の

規定による

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画の認定の

申請に対す

る審査 

(1) 建築物エネルギー消

費性能向上計画により

新築又は増築，改築若

しくは修繕等（以下こ

の項において「新築

等」という。）をしよ

うとする建築物が一戸

建ての住宅の場合にあ

っては，当該建築物の

床面積の合計のア及び

イに掲げる区分に応じ

当該区分に定める額 

ア 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

３７，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

１９，０００円，仕

様・計算併用基準に適

合させる場合にあって

は２８，０００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円） 

イ 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

４１，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

２０，０００円，仕

様・計算併用基準に適

合させる場合にあって

は３１，０００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円） 

(2) 建築物エネルギー消

費性能向上計画により

新築等をしようとする

建築物が前号に掲げる

建築物以外の場合にあ

っては，当該建築物の

住宅部分（基準省令第

１０条第１項第２号に

規定する住宅部分をい

う。以下この項及び次

項において同じ。）の

床面積（基準省令第１

ア 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル未満のもの 

７５，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

３６，０００円，誘導

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては５５，０００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は１０，０００円） 

  イ 住宅部分の床面積の合計が３ １２５，０００円 



 

３条第３項第２号に規

定する数値による評価

により認定を受けよう

とする場合は住戸の部

分のみの床面積。以下

この項及び次項におい

て同じ。）の合計のア

からエまでに掲げる区

分に応じ当該区分に定

める額及び当該建築物

の住宅部分以外の部分

（以下この表において

「非住宅部分」とい

う。）の床面積の合計

のオからサまでに掲げ

る区分に応じ当該区分

に定める額を合算した

額 

００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

６２，０００円，誘導

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては９３，０００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２２，０００円） 

  ウ 住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２１３，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

１１２，０００円，誘

導仕様・計算併用基準

に適合させる場合にあ

っては１６２，０００

円とし，これらにかか

わらず誘導基準適合図

書を提出する場合にあ

っては４９，０００

円） 

エ 住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

３０６，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

１７０，０００円，誘

導仕様・計算併用基準

に適合させる場合にあ

っては２３７，０００

円とし，これらにかか

わらず誘導基準適合図

書を提出する場合にあ

っては８７，０００

円） 

  オ 非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

２４７，０００円 

（非住宅建築物のモデ

ル建築物誘導基準に適

合させる場合又は基準

省令第１条第１項第１



 

号ロ及び第１０条第１

号イ(2) の基準に適合

させる場合（以下この

表において「モデル建

築物誘導基準等に適合

さ せ る 場 合 」 と い

う。）にあっては９

５，０００円とし，こ

れらにかかわらず誘導

基準適合図書を提出す

る場合にあっては１

０，０００円） 

  カ 非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

３１０，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては１２０，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては１８，００

０円） 

キ 非住宅部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

４００，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては１５９，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては２９，００

０円） 

ク 非住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５７１，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては２５７，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては８７，００

０円） 



 

ケ 非住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

７０４，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては３３５，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては１３８，０

００円） 

コ 非住宅部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

８３２，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては４０３，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては１７５，０

００円） 

サ 非住宅部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以上

のもの 

９４９，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては４７３，０

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては２１８，０

００円） 

(3) 法第２９条第３項各号に掲げる事項を記載しようとする建築物エネルギー消費

性能向上計画については，当該計画に係る建築物１棟ごとに第１号及び前号に掲

げる区分に応じ当該区分に定める額を合算した額 

４ 法第３１

条第１項の

規定による

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画の変更の

認定の申請

に対する審

(1) 建築物エネルギー消

費性能向上計画を変更

しようとする建築物が

一戸建ての住宅の場合

にあっては，当該建築

物の床面積の合計のア

及びイに掲げる区分に

応じ当該区分に定める

額 

ア 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

１８，５００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

９，５００円，仕様・

計算併用基準に適合さ

せる場合にあっては１

４，０００円とし，こ

れらにかかわらず誘導

基準適合図書を提出す



 

査 る場合にあっては２，

５００円） 

    イ 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

２０，５００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

１０，０００円，仕

様・計算併用基準に適

合させる場合にあって

は１５，５００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２，５００円） 

(2) 建築物エネルギー消

費性能向上計画を変更

しようとする建築物が

前号に掲げる建築物以

外の場合にあっては，

当該建築物の住宅部分

の床面積の合計のアか

らエまでに掲げる区分

に応じ当該区分に定め

る額及び当該建築物の

非住宅部分の床面積の

合計のオからサまでに

掲げる区分に応じ当該

区分に定める額を合算

した額 

ア 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル未満のもの 

３７，５００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

１８，０００円，誘導

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては２７，５００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は５，０００円） 

イ 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

６２，５００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

３１，０００円，誘導

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては４６，５００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は１１，０００円） 

  ウ 住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

１０６，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

５６，０００円，誘導



 

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては８１，０００円と

し，これらにかかわら

ず誘導基準適合図書を

提出する場合にあって

は２４，５００円） 

  エ 住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

１５３，０００円 

（誘導仕様基準に適合

させる場合にあっては

８５，０００円，誘導

仕様・計算併用基準に

適合させる場合にあっ

ては１１８，５００円

とし，これらにかかわ

らず誘導基準適合図書

を提出する場合にあっ

ては４３，５００円） 

オ 非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

１２３，５００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては４７，５０

０円とし，これらにか

かわらず誘導基準適合

図書を提出する場合に

あっては５，０００

円） 

カ 非住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１５５，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては６０，００

０円とし，これらにか

かわらず誘導基準適合

図書を提出する場合に

あっては９，０００

円） 

  キ 非住宅部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

２００，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合



 

もの にあっては７９，５０

０円とし，これらにか

かわらず誘導基準適合

図書を提出する場合に

あっては１４，５００

円） 

  ク 非住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

２８５，５００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては１２８，５

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては４３，５０

０円） 

ケ 非住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

３５２，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては１６７，５

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては６９，００

０円） 

コ 非住宅部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

４１６，０００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては２０１，５

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適

合図書を提出する場合

にあっては８７，５０

０円） 

  サ 非住宅部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以上

のもの 

４７４，５００円 

（モデル建築物誘導基

準等に適合させる場合

にあっては２３６，５

００円とし，これらに

かかわらず誘導基準適



 

合図書を提出する場合

にあっては１０９，０

００円） 

   (3) 法第２９条第３項各

号に掲げる事項が記載

された建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

（以下この項において

「複数建築物エネルギ

ー消費性能向上計画」

という。）を変更しよ

うとする場合又は建築

物エネルギー消費性能

向上計画を複数建築物

エネルギー消費性能向

上計画に変更しようと

する場合にあっては，

ア及びイで定める額を

合算した額 

ア 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画又

は複数建築物エネルギー消費性能向上計画における建

築物に変更の事由が生じる場合にあっては，変更の事

由が生じる建築物１棟ごとに第１号及び前号に掲げる

区分に応じ，当該区分に定める額を合算した額 

イ 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画又

は複数建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに法

第２９条第３項各号に掲げる事項を記載しようとする

場合にあっては，当該記載に係る建築物１棟ごとに前

項第１号及び前号に掲げる区分に応じ，当該区分に定

める額を合算した額 

   ５ 法第３０

条 第 ２ 項

（法第３１

条第２項の

規定におい

て準用する

場 合 を 含

む。）の規

定に基づき

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画が建築基

準法第６条

第１項に規

定する建築

基準関係規

定に適合す

るかどうか

の審査（次

建築物の床面積の合計

（大規模の修繕，大規模

の模様替若しくは用途の

変更（以下この項におい

て「修繕等」という。）

をする場合又は確認を受

けた計画を変更して建築

等をする場合は，当該修

繕等又は計画変更に係る

部分の床面積の合計（床

面積の増加する部分を除

く。）の２分の１に床面

積の増加する部分を加え

た面積とする。） 

(1) ３０平方メー

トル以下のもの 

１件につき ８，０００円 

(2) ３０平方メー

トルを超え１０

０平方メートル

以下のもの 

１件につき １９，０００円 

(3) １００平方メ

ートルを超え２

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３０，０００円 

(4) ２００平方メ

ートルを超え３

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３４，０００円 

(5) ３００平方メ

ートルを超え５

００平方メート

ル以下のもの 

１件につき ３５，０００円 

(6) ５００平方メ

ー ト ル を 超 え

１件につき ４９，０００円 



 

項において

「基準適合

審査」とい

う。）を受

ける旨の申

出（次項に

おいて「当

該申出」と

いう。）が

なされた場

合の審査 

１，０００平方

メートル以下の

もの 

  

 (7) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ６８，０００円 

(8) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ２００，０００円 

(9) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ３３０，０００円 

(10) ５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６３０，０００円 

          ６ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

判定に係る

審査 

当該構造計算適合性判

定を行う部分の床面積の

合計（既存建築物の一部

を含んで構造計算適合性

判定を行う場合にあって

は当該既存建築物の部分

の床面積を加えるものと

し，確認を受けた計画を

変更して建築する場合に

あっては当該計画の変更

に伴い構造計算適合性判

定を必要とする部分の床

面積の合計とする。） 

(1) １，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき 

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

する場合は，

当該部分ごと

に分割して別

個の建築物と

みなし，当該

別個とみなす

建築物１件に

つき。以下こ

の項において

２０９，０００円 

（建築基準法第２０条

第１項第２号イ又は第

３号イに規定する国土

交通大臣の認定を受け

たプログラム（以下こ

の項において「大臣認

定プログラム」とい

う。）によるものにつ

いては，１８７，００

０円） 



 

同じ。） 

   (2) １，０００平

方メートルを超

え２，０００平

方メートル以下

のもの 

１件につき ２３８，０００円 

（大臣認定プログラム

によるものについては

２１２，０００円） 

(3) ２，０００平

方メートルを超

え１０，０００

平方メートル以

下のもの 

１件につき ３６６，０００円 

（大臣認定プログラム

によるものについては

３２１，０００円） 

(4) １０，０００

平方メートルを

超え５０，００

０平方メートル

以下のもの 

１件につき ４７１，０００円 

（大臣認定プログラム

によるものについては

４１１，０００円） 

(5) ５０，０００

平方メートルを

超えるもの 

１件につき ６８５，０００円 

（大臣認定プログラム

によるものについては

５９１，０００円） 

     ７ 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上等に関

する法律施

行規則（平

成２８年国

土交通省令

第５号）第

１３条の規

定による同

令 第 ５ 条

（同令第９

条第２項に

おいて読み

替えて準用

する場合を

含む。）の

軽微な変更

(1) 建築物エネルギー消

費性能確保計画の軽微

な変更をしようとする

建築物が一戸建ての住

宅の場合にあっては，

当該建築物の床面積の

合計のア及びイに掲げ

る区分に応じ当該区分

に定める額 

ア 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの 

１８，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては９，５０

０円，仕様・計算併用

基準に適合させる場合

にあっては１４，００

０円） 

イ 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの 

２０，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては１０，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１５，５

００円） 

   (2) 建築物エネルギー消

費性能確保計画の軽微

な変更をしようとする

ア 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル未満のもの 

３７，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場



 

（以下この

項において

「軽微な変

更 」 と い

う。）に該

当している

ことを証す

る書面の交

付 

建築物が前号に掲げる

建築物以外の住宅の場

合にあっては，当該建

築物の住宅部分の床面

積の合計のアからエま

でに掲げる区分に応じ

当該区分に定める額，

工場等部分の床面積の

合計のオからサまでに

掲げる区分に応じ当該

区分に定める額及び当

該建築物の工場等以外

の部分の床面積の合計

のシからツまでに掲げ

る区分に応じ当該区分

に定める額を合算した

額 

合にあっては１８，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては２７，５

００円） 

  イ 住宅部分の床面積の合計が３

００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

６２，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては３１，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては４６，５

００円） 

ウ 住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

１０６，５００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては５６，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては８１，０

００円） 

エ 住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

１５３，０００円 

(仕様基準又は誘導仕

様基準に適合させる場

合にあっては８５，０

００円，仕様・計算併

用基準に適合させる場

合にあっては１１８，

５００円） 

オ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

１２，５００円 

モデル建築物消費性能

基準に適合させる場合

は１０，０００円） 

カ 工場等部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの 

１６，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１４，５００円） 

  キ 工場等部分の床面積の合計が

１，０００平方メートル以上

２３，５００円 

（モデル建築物消費性



 

２，０００平方メートル未満の

もの 

能基準に適合させる場

合は２０，５００円） 

  ク 工場等部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

５５，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は５１，５００円） 

ケ 工場等部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

もの 

８２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は７８，０００円） 

コ 工場等部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のもの 

１０１，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は９７，０００円） 

サ 工場等部分の床面積の合計が

２５，０００平方メートル以上

のもの 

１２５，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１２０，０００

円） 

シ 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル未満

のもの 

１２３，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は４７，５００円） 

ス 工場等以外の部分の床面積の

合計が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満の

もの 

１５５，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は６０，０００円） 

セ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１，０００平方メートル

以上２，０００平方メートル未

満のもの 

２００，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は７９，５００円） 

ソ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２，０００平方メートル

以上５，０００平方メートル未

満のもの 

２８５，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は１２８，５００

円） 

  タ 工場等以外の部分の床面積の

合計が５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メートル

３５２，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合している



 

未満のもの 場合は１６７，５００

円） 

  チ 工場等以外の部分の床面積の

合計が１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メート

ル未満のもの 

４１６，０００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２０１，５００

円） 

ツ 工場等以外の部分の床面積の

合計が２５，０００平方メート

ル以上のもの 

４７４，５００円 

（モデル建築物消費性

能基準に適合させる場

合は２３６，５００

円） 

     備考 

  １ 「工場等部分」とは，工場，倉庫その他エネルギー消費量に関してこれら

に類するものとして，次に掲げる用途に供する部分をいう。 

   (1) 卸売市場 

   (2) 火葬場 

   (3) その他エネルギー消費量に関して前２号に類するもの 

  ２ 「仕様・計算併用基準」とは，基準省令第１条第１項第２号イ(2) 若しく

は第１０条第２号イ(2) 及び第１条第１項第２号ロ(1) 若しくは第１０条

第２号ロ(1) に適合させる場合又は基準省令第１条第１項第２号イ(1) 若

しくは第１０条第２号イ(1) 及び第１条第１項第２号ロ(2) 若しくは第１

０条第２号ロ(2) に適合させる場合の基準をいう。 

  ３ 「誘導基準適合図書」とは，次に掲げる書類等をいう。 

   (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画（認定を受けた当該計画を変更しよ

うとする場合においては，変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画）

について技術審査機関（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受け

ようとする建築物が，住宅のみの用途に供する場合にあっては登録住宅性

能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関とし，住宅以外の

建築物の場合（住宅と住宅以外の用途が混在する建築物の場合を含む。）

にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関とする。以下この表に

おいて同じ。）が作成した法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合して

いることを示す書類 

   (2) 品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示

基準別表１の断熱等性能等級の等級４及び一次エネルギー消費量等級の等

級５（当該建築物が法施行の際現に存する場合にあっては等級４を含む。）

に適合していることを示すものに限る。）を交付された場合にあっては，

当該評価書の写し 

   付 則 



 

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 （提案理由） 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部改正等

に伴い，所要の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


